
議
員
　
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
社

会
に
お
い
て
、
公
共
施
設
の
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
（
経
営
管
理
）
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

総
務
部
長
　
財
政
的
負
担
の
軽
減
・
平
準

化
を
目
指
す
た
め
、
国
よ
り
、「
公
共
施

設
等
総
合
管
理
計
画
」
策
定
の
要
請
が

あ
っ
た
。
本
村
で
も
、
更
新
・
統
廃
合
・

長
寿
命
化
な
ど
を
計
画
的
に
行
う
た
め
に

策
定
中
で
あ
る
。
10
月
頃
に
公
表
予
定
。

ま
た
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
住
民
向
け
説

明
会
を
予
定
し
て
い
る
。

議
員　

国
は
、「
新
し
く
造
る
」
こ
と
か

ら
既
存
施
設
を
「
賢
く
使
う
」
こ
と
を
勧

め
て
い
る
。
本
村
に
お
い
て
も
、
既
存
イ

ン
フ
ラ
や
公
共
施
設
の
更
新
・
修
理
費
の

増
大
が
予
想
さ
れ
る
。（
仮
称
）
歴
史
と

未
来
の
交
流
館
建
設
は
、「
総
合
管
理
計

画
」の
策
定
の
結
果
を
踏
ま
え
て
考
え
る
。

住
民
に
情
報
を
示
し
、
オ
ー
プ
ン
な
議
論

の
場
で
公
共
施
設
の
あ
り
方
を
と
も
に
考

え
る
こ
と
も
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
と
考
え

る
。
ま
た
、
目
的
以
外
で
は
使
え
な
い
縦

割
り
の
施
設
管
理
で
は
、
使
用
の
固
定
化

（
稼
働
率
の
悪
さ
）
に
つ
な
が
る
。
住
民

に
使
い
や
す
い
施
設
運
営
を
求
め
る
。

総
務
部
長　

稼
働
率
の
低
い
施
設
は
、
横

断
的
な
利
用
法
を
模
索
す
る
。

光
風
会
　
恵
利
　
い
つ
　
議
員

問　

公
共
施
設
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
行
政
改

革
の
一
つ

答　

長
期
的
視
点
を
持
っ
て
最
適
な
配
置
を

目
指
す

議
員
　「
共
働
き
な
の
に
１
歳
の
我
が
子

は
認
可
保
育
所
に
入
れ
な
い
」「
事
件
の

多
い
無
認
可
保
育
所
で
は
な
く
認
可
保
育

所
に
入
れ
た
い
」
と
の
声
が
、
多
数
寄
せ

ら
れ
て
い
る
。
国
会
前
で
も
大
勢
の
保
護

者
が
「
保
育
所
に
入
れ
な
け
れ
ば
仕
事
を

辞
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
保
育
所
を
つ

く
っ
て
」
と
訴
え
て
い
る
。
解
消
策
は
、

村
長
が
言
う
安
倍
政
権
の
２
歳
児
ま
で
の

小
規
模
保
育
で
は
な
く
、
村
が
公
的
に
０

歳
か
ら
就
学
前
保
育
を
保
障
す
べ
き
。
待

機
児
の
現
況
と
解
消
策
を
伺
う
。

福
祉
部
長　

本
年
２
月
１
日
現
在
の
待
機

児
数
は
０
歳
８
人
、
１
歳
11
人
、
２
歳
12

人
、
３
歳
４
人
。
こ
れ
ま
で
村
立
、
私
立

保
育
所
で
定
員
の
弾
力
的
受
け
入
れ
、
村

立
で
の
定
員
拡
大
に
取
り
組
ん
で
き
た
が

解
消
に
結
び
つ
か
な
い
。
現
在
進
め
る
村

立
保
育
所
・
幼
稚
園
の
あ
り
方
見
直
し
の

中
で
検
討
・
整
理
を
進
め
た
い
。

議
員
　
平
成
28
年
度
か
ら
始
ま
る
、
公
立

幼
稚
園
で
の
親
の
就
労
に
応
じ
た
預
か
り

保
育
も
重
要
だ
が
、
抜
本
的
に
は
村
立
保

育
所
を
建
設
す
べ
き
。

村
長　

民
間
事
業
者
の
考
え
方
も
視
野
に

入
れ
、
公
的
役
割
を
検
討
し
た
い
。

無
会
派
　
大
名
美
恵
子
　
議
員

問　

対
策
が
急
が
れ
る
待
機
児
解
消
は
、
公

設
公
営
で

答　

民
間
事
業
者
も
視
野
に
入
れ
、
公
的
役

割
を
考
え
る

当初計画より定員が拡大された「とうかい村松宿こども園」

一
般
質
問

新しく造ることより賢く使うことへ
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